
項 目 内 容

１．趣旨 地方交付税の財源を確保するため

２．課税主体 国

３．納税義務者 法人（法人税の納税義務者）

４．課税方式 申告納付

５．課税対象 基準法人税額（法人税の確定申告書を提出すべき法人の各事業年度の所得に対する法人税の額等）

６．課税標準 課税標準法人税額（基準法人税額）

７．税率
令和元年10月１日前に開始した課税事業年度 4.4％
令和元年10月１日以後に開始する課税事業年度 10.3％

※ 法人住民税法人税割の交付税原資化のため創設された地方法人税は、課税ベースを法人税に合わせ、納税者は法人税と同時に
国に申告納付する。

＜地方法人課税の交付税原資化＞ ＜申告納付、交付等の流れ＞
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